
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和6年4月3日

契 約 業 者 名 いであ株式会社

契 約 業 者 の 住 所 東京都世田谷区駒沢３－１５－１

業 務 の 名 称 令和６年度　東京湾中央航路連続観測機器管理保守点検他業務

業 務 場 所 別紙仕様書のとおり

業 種 区 分 建設コンサルタント等

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月1日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月28日

変 更 前 の 契 約 金 額 32,340,000円 (税込)

変 更 金 額 1,731,147円 (税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 34,071,147円 (税込)

変 更 理 由

契約書第５７条の規定に基づく業務料の変更

（第１回、最終）契約変更の内容

別紙仕様書のとおり







6．業務仕様

6－1　総　則

（１）

6－2　保守点検①、②

（１）保守点検①

（２）保守点検②

（３）

（４）

（５）

（６）

6－3　保守点検③

（１）

（２）

（３）

　金田湾に設置されている灯浮標等について、原則１ヶ月に１回、気中部、水深10mまでの水
中部における係留具及び水温監視装置の点検清掃を行うものとする。点検の内容については
別表－１のとおりとし、水中部の点検は潜水士により行うものとする。
　なお、保守点検②を実施する月には保守点検①は実施しないものとする。

　点検により異常が発見された場合は、速やかに調査職員に報告し、調査職員の指示により
処置を講じるものとする。

　実施においては潜水作業を伴うことから、プレジャーボート等の安全対策として安全監視
船１隻／日を配置するものとする。
　なお、配置位置については、調査職員の承諾を得るものとする。

　金田湾に設置されている灯浮標灯火について、電池交換を点検時に併せて行うものとす
る。交換回数は年２回とし、実施時期については、以下のとおり予定している。実施内容に
変更が生じた場合は、調査職員と協議するものとする。
　なお、使用する電池は「KAN-100型パック式乾電池２本／基」とし、受注者にて用意するも
のとする。
　【実施時期】令和６年７月、令和７年１月

　本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書
（国土交通省港湾局　令和６年３月）」の定めによるものとする。
　なお、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、調査職員と協議し実施す
るものとする。

　月毎に点検内容のとりまとめを行い、別表－２及び状況写真を調査職員に提出するものと
する。

　金田湾に設置されている灯浮標等について、気中部、水深35m程度の海底面までの係留具及
び水温監視装置の点検清掃を片側ずつ計2回行うものとする。点検の内容については別表－１
のとおりとし、水中部の点検は潜水士により行うものとする。時期等詳細については予め調
査職員に提出するものとする。
　なお、海底面までの係留具の状況により追加の清掃等が必要となる場合は、発注者と協議
するものとし、これに伴う契約変更は履行期間末日までに行うものとする。

　実施に伴い付着生物片及び貝殻くず等が生じた場合は、適正に処分するものとし、費用等
については、未計上であるため両者協議の上、計上するものとする。
　なお、これに伴う契約変更は、履行期間の末日までに行うものとする。

　富浦湾に設置されている水温監視装置について、原則１ヶ月に１回、気中部、水中部にお
ける係留具及び水温監視装置の点検清掃を行うものとする。点検の内容については別表－１
のとおりとする。
　なお、水中部の水温監視装置の点検は船上に引き揚げて行うものとし、潜水士による点検
は原則実施しないものとする。

　月毎に点検内容のとりまとめを行い、別表－２及び状況写真を調査職員に提出するものと
する。

№2













   



























































    









   





















   

























   



































    









 

    

    

    

    

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





















    



          







 

    

    

    

    

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



          





















    







 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

















    



          







 


















    













   

 

          


    









 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

 
























          


    



 

 

 

 

 

 























 

 





  

 

 



  



 

  











  

 







  

 















































  







    


 



  

    


























  

  



 

  





     

   




















 




  

  



   

  

 



 





     

  











 

 







  

  



 

  





     

   






